
【概　要】                 構成市町村               

所在地 〒370-2316 (１市2町1村)

富岡市富岡2486番地7

Ｔ Ｅ Ｌ 0274-62-5261

Ｆ Ａ Ｘ なし

Ｈ  　Ｐ ふるさと市町村圏　　 無

【執行機関】                 【議　会】                 

理 事 長 氏　　　名 榎本　義法

任　　　期 市町村長の在任期間

選出方法 構成市町村長の互選

副理事長 氏　　　名 長谷川　最定 議員の選出方法

任　　　期 市町村長の在任期間

選出方法 構成市町村長の互選

【職員構成】                 （単位：人）

-

-

【行政委員会委員数】                 （単位：人） -

-

5 - 2 - -

【広域市町村圏の特徴】                 

【当初予算】 （単位：千円）

一    般    会    計 3,154,167

818

消　防　費

54,620

115,155衛　生　費

議　会　費

総　務　費
一
般
会
計
の
内
訳

818

公　債　費

予　備　費 10,000

2,774,627

教　育　費

監査委員

本圏域は、妙義荒船佐久高原国定公園の名山秀
峰を源とする鏑川水系の限りない恵沢のもとに、快
適な自然と風土が形成されている地域である。上信
越自動車道の開通による国土構造の中に占める優
位な立地条件をはじめ、世界遺産である富岡製糸
場及び荒船風穴を有しており、将来の地域発展の
可能性は多岐にわたると期待されている。

令和５年度

教育委員 その他公平委員
合 計

一 般 職 員

単純労務職員

116,515

消 防 職 員 136

教 育 公 務 員

令和６年度

2,466,291

101,501

10,000

圏 域 面 積 

構成市町村議会の議員の在任期間

団体コード

108740 富岡
と み お か

甘楽
か ん ら

広域
こ う い き

市町村圏
し ち ょ う そ ん け ん

振興
し ん こ う

整備
せ い び

組合
く み あ い

設立年月日

66,176圏 域 人 口

http://www.tomiokakanra-kouiki.jp/

富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽
町

昭和46年9月1日

人

488.67 ㎢

-

15人

構成市町村議会の議員

106,864

92,083

議員定数　　

議員の資格

議員の任期　　　

兼　　任

153

-

114,961

2,061,350

61,146

専　　任

17

構成市町村議会の議長は充職、他の議員は
定められた人員を構成市町村議会で選挙

181,890

158,160

衛生管理センター事業特別会計

予　備　費

内
訳

5,000 5,000

2,276,582

2,270,179衛　生　費

公　債　費 1,403 18,730
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【令和６年度重点施策】 （単位：百万円） 【今後の課題】                 

1. 消防組織再編整備 1. 消防本部組織の再編

2. 汚泥再生処理センター整備 2. 消防救急無線の更新

【共同処理する事務】                 

2. 救急医療対策事業に関する事務

3. 看護師養成所の設置及び管理に関する事務

5. し尿処理施設の設置及び管理に関する事務

【広域市町村圏振興整備組合が実施した事業】　

・救急医療対策事業（Ｓ55～）

・消防救急事業（Ｓ47～）

・富岡看護専門学校の管理運営（Ｓ57～）

・し尿処理施設の設置及び管理（R2～）

・母子ハイツかぶらの管理運営（Ｓ47～Ｈ26）

・富岡甘楽視聴覚ライブラリー管理運営（Ｓ53～Ｈ25）

・農業共済事業（Ｈ9～Ｈ21）

・広域圏計画の策定（Ｓ46～Ｈ21）

・福祉センターの管理運営（Ｓ47～Ｈ14）

【組織図】                 

609

全構成市町村

消防長

6

指揮管理課

事務局長
総務課

富岡市、甘楽町

環境施設課

南牧分署

富岡看護専門学校

富岡消防署

下仁田消防署
西牧分遣所

妙義分署

教育委員会

理事長

副理事長

理事

教育長

会計管理者

警防課

1.

火薬類取締法（昭和25年法律第149号）及び液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）に規定する知事の権限に
属する事務のうち、関係市町村が処理することとされた事務

全構成市町村

全構成市町村

4.

総務課

予防課

次長

全構成市町村

消防組織法（昭和22年法律第226号）及び消防法（昭和23年法律第186号）で定
める市町村の消防事務（水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に関する
事務を除く。）

甘楽分署
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